
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

奈
良
県
規
則
第
四
十
号

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「□

運
転
免
許
証

□
健
康
保
険
被
保
険
者
証

」
を
「□

運
転
免
許
証

」
に
、
「運

転
免
許
証
健
康
保
険
の
被
保
険

、

者
証

」
を
「運

転
免
許
証

」
に
、
「被

保
険
者
証
を

」
を
「資

格
確
認
書
等
を

」
に
、
「提

出
し
て
く

だ
さ
い
た
だ
し

」
を
「提

示
し
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
た
だ
し

」
に
、
「提

出
し
て
く

、
、

、

だ
さ
い
な
お
委
任
状
は
そ
の
複
写
物
に
よ
る
提
出

」
を
「提

示
し
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い

、
、

、

な
お
委
任
状
は
そ
の
複
写
物
に
よ
る
提
示
又
は
提
出

」
に
改
め
る
。

、
、

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の

規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す

る
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。
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